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乙訓消防組合の人事行政運営等の状況 

－ 令和２年度 － 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 ⑴ 職員の採用・退職の状況 

区分 
２年４月１日～３年３月３１日 ３１年４月１日～２年３月３１日 

採 用 退 職 採 用 退 職 

消防吏員 ６人 ７人 ８人 ７人 

消防吏員以外

の職員 
０人 ０人 ０人 ０人 

⑵ 職員採用試験の状況 （令和３年４月１日採用） 

職種 受験者(a) 採用者数 

消防吏員 ８３人 １０人 

⑶ 昇任の状況 （令和３年４月１日現在） 

係長級 課長補佐級 
課長級 

（司令） 

課長級 

（司令長） 
次長級 消防長 

９人 ５人 ３人 ２人 ３人 １人 

⑷ 退職者の状況 

定年退職 勧奨退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 死亡退職 合 計 

５人 － ２ － －  ７人 

⑸ 所属別職員数 （各年度４月１日現在） 

区  分 
職員数(人) 対前年度増減 

(人) ３年度 ２年度 

消防長 １ １ ０ 

消 

防 

本 

部 

総 務 課 ２１ １６ ５ 

予 防 課 ８ ９ ▲１ 

警 防 課 ２９ ２８ １ 

救 急 課 ２ ３ ▲１ 

小  計 ６１ ５７ ４ 

消 

防 

署 

向日消防署 ４２ ４３ ▲１ 

長岡京消防署 ４３ ４３ ０ 

〃 東分署 １２ １２ ０ 

大山崎消防署 ２８ ２８ ０ 

小  計 １２５ １２６ ▲１ 

合   計 １８６ １８３ ３ 

※ 総務課職員数には、消防学校初任科入校中の10人を含む。 
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⑹ 職員数の推移 （各年度４月１日現在） 

職   種 ３年度 ２年度 ３１年度 ３０年度 ２９年度 

消防吏員 １８６人 １８３人 １８４人 １８５人 １８２人 

消防吏員以外の職員 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合  計 １８６人 １８３人 １８４人 １８５人 １８２人 

職員１人当たり人口 ８３２人 ８４４人 ８４０人 ８３３人 ８４０人 

⑺ 年齢別職員数 (令和３年４月１日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

合 計 

職員数 4人 20人 23人 25人 26人 28人 8人 14人 7人 12人 19人 0人 186人 

 

２ 職員の人事評価の状況 

平成２８年度から全職員（嘱託職員等を除く。）を対象に、能力評価と業績評価の２つを評

価する人事評価制度に取り組んでいます。 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

(人
)

年齢別職員数

令和3年4月1日現在

5年前(平成28年4月1日現在)



 3 

３ 給料表の状況 （令和３年４月１日現在）          （単位：円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

公

安

職 

１号給の給

料月額 
169,900 185,600 211,600 251,300 294,300 320,200 347,600 381,900 

最高号給の

給料月額 
324,800 361,600 380,900 398,300 415,700 425,200 440,700 454,800 

行

政

職 

１号給の給

料月額 
146,100 195,500 231,500 264,200 289,700 319,200   

最高号給の

給料月額 
247,600 304,200 350,000 381,000 393,000 410,200   

 

４ 職員の給与の状況 

⑴ 人件費の状況 

区分 
住民基本台帳人口 

(Ｒ3.1.1 現在) 
歳出額 Ａ 実質収支 人件費 Ｂ 

人件費率 

Ｂ/Ａ 

元年度の 

人件費率 

２年度 154,741人 2,134,347千円 14,248千円 1,512,685千円 70.9％ 79.1％ 

⑵ 職員給与費の状況 

区 分 
職員数 

Ａ 

給   与   費 １人当た

り 

給与費 

（Ｂ/Ａ） 
給 料 職員手当 

期末・勤勉手

当 
合 計 Ｂ 

２年度 187人 686,668千円 205,425千円 293,693千円 1,185,786千円 6341千円 

※ 職員手当には退職手当・児童手当を含んでいません。 

職員数は、令和２年４月１日現在で再任用職員４人を含む人数です。 

⑶ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在） 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 

３７歳1月 １８６人 306,800  397,488円 

⑷ 職員の初任給の状況（公安職）（令和３年４月１日現在） 

大学卒 短大卒 高校卒 

213,484円 194,722円 180,094円 

⑸ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （令和３年４月１日現在） 

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

大学卒 279,100円 328,733円 382,100円 

高校卒 259,100円 282,800円 341,200円 
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⑹ 級別職員数の状況 

ア 公安職の級別職員数の状況 （令和３年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 階 級 職員数 構成比 

１級 消防士の職務 消防士 ２７人 14.5％ 

２級 消防士の職務 消防副士長 ２５人 13.4％ 

３級 主任の職務 消防士長 ３１人 16.7％ 

４級 主査の職務 消防司令補 ２５人 13.4％ 

５級 係長級の職務 消防司令補 １９人 10.2％ 

６級 課長補佐の職務 消防司令 ２９人 15.6％ 

７級 次長級及び課長級の職務 消防司令長、消防司令 ２９人 15.6％ 

８級 消防長の職務 消防監 １人 0.5％ 

合    計 １８６人 100％ 

イ 一般行政職の級別職員数の状況 （令和３年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１級 主事の職務、主事補の職務 － － 

２級 主事の職務 － － 

３級 主査の職務 － － 

４級 係長級の職務 － － 

５級 課長補佐の職務 － － 

６級 課長級の職務 － － 

合   計 － － 

⑺ 職員手当の状況 

ア 期末・勤勉手当の状況 

支給実績（令和２年度決算） 293,692,860円 

１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）      1,570,550円 

令和２年度支

給割合 

区 分 ６月期 １２月期 合  計 

期末手当 1.30月 1.25月 2.55月 

勤勉手当 0.95月 0.95月 1.90月 

計 2.25月 2.20月 4.45月 

加算措置の状況 職制上の段階、職務の級等による加算措置（5％～15％） 
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イ 退職手当 （令和２年度末） 

１人当たり平均支給額  17,439千円   

区 分 乙訓消防組合 国 

支給率 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度額 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.7090月分 

24.586875月分 

33.270750月分 

47.709000月分 

49.709000月分 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.7090月分 

24.586875月分 

33.270750月分 

47.709000月分 

49.709000月分 

※ １人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。 

ウ 地域手当 （令和２年度末） 

支給実績（令和２年度決算） 42,866,974円 

１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 229,235円   

支給対象地域 支給率 支給対象職員 

全 域 ６ ％ １８７人（再任用職員４人含む） 

エ 特殊勤務手当 （令和３年４月１日現在） 

支給実績（令和２年度決算） 4,974,500円   

１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 34,545円   

手当の名称 主な支給対象職員 
主な支給対象業

務 
支給単価 

災害出場手当 対象業務従事者 災害活動   １回300円 

救急出場手当 対象業務従事者 救急活動   １回100円 

救急救命士手当 救急救命士有資格者 救急活動 当務１回500円 

コロナ対応特殊勤

務手当 
対象業務従事者 

新型コロナウイ

ルス感染症対応

業務 

日額3,000円 

オ 時間外手当 

区   分 令和２年度決算 令和元年度決算 

支給実績 27,091,645円 29,326,235円 

１人当たり平均支給年額 179,414円 192,936円 

カ 夜間勤務手当 

区   分 令和２年度決算 令和元年度決算 

支給実績 13,272,252円 13,437,864円 

１人当たり平均支給年額 87,896円 86,489円 
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キ その他の手当 （令和３年４月１日現在） 

⑻ 特別職の報酬等の状況 （令和３年４月１日現在） 

区   分 人員 給料・報酬月額 

給 料 
管理者 １人 11,000円 

副管理者 ２人 9,000円 

報 酬 

議 長 １人 10,000円 

副議長 １人 8,000円 

議 員 ７人 7,000円 

 

 

 

 

手当名 内容及び支給単価 

国の制

度との

差異 

支給実績 

（令和２年度決算） 

１人当たり 

平均支給年額 

（令和２年度決算) 

扶養手当 

配偶者6,500円 

子１人10,000円 

(１６～２２歳までの子) 

加算額5,000円 

父母等１人6,500円 

同じ 27,780,727円   218,746円 

住居手当 

借家、貸間 

家賃額に応じ最高 

30,000円 

異なる   16,101,981円   315,725円 

通勤手当 

交通機関使用者 

６ヶ月定期券基準 

１ヶ月当たり最高 

55,000円 

交通用具使用者 

距離区分により 

4,100円～31,600円 

異なる   14,749,748円   82,401円 

管理職 

手当 

消防長12％ 

次長及び署長11％ 

副署長、課長、主幹 

10％ 

異なる 16,873,483円   527,296円 

休日勤務

手当 

祝日法による休日等及び 

年末年始の休日等におい

て支給 

勤務１時間当たり給与額

の135/100 

同じ   39,367,262円  260,710円 
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５ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 勤務時間の状況 （令和３年４月１日現在） 

区 分 勤務時間 休息時間 休憩時間 勤務時間数 

毎日勤務者 
8時30分～ 

17時15分 
 

12時00分～ 

13時00分 

１週間38時間45分 

(１年間で    

2,022時間45分) 

交替制勤務者 
8時30分～ 

翌日8時30分 

12時00分～12時15分 

17時00分～17時15分 

22時00分～22時15分 

6時30分～6時45分 

12時15分～ 

13時00分 

17時15分～ 

18時00分 

0時00分～ 

6時30分 

（１年間で 

  2,022時間45分） 

⑵ 休暇等の概要 

種   類 内          容 

年次有給休暇 ２０日 繰越限度２０日 

病気休暇 

公務災害：必要と認められる期間 

結核性疾患：１年以内で必要と認められる期間 

その他：９０日を越えない範囲内で必要と認められる期間 

介護休暇 ６月の期間内において必要と認められる期間 無給 

公民権の行使 必要と認められる期間 

裁判員等出頭 必要と認められる期間 

ドナー休暇 必要と認められる期間 

ボランティア休暇 ５日以内 

結婚休暇 連続する７日以内 

妊娠検診 

      ～妊娠満２３週   ４週間に１回 

妊娠満２４週～妊娠満３５週   ２週間に１回 

妊娠満３６週～出産              １週間に１回 

産後１年まで                    １回 

通勤緩和（妊婦の時間短縮） １日１回３０分以内 

産前休暇 
出産予定日を含む８週間 (多胎妊婦の場合にあっては 

１４週間)以内 

産後休暇 出産の翌日から８週間以内 

育児時間 １日２回それぞれ３０分以内 

子の看護 ５日以内 

要介護者の介護 ５日以内 

妻の出産 ３日以内 

忌引 続柄により１～１０日以内 

父母の祭日 １日以内 

夏季休暇 ５日以内 

感染症に係る交通の制限等 必要と認められる期間 

住居の滅失 ７日以内 
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災害回避 必要と認められる期間 

交通機関の遅延 必要と認められる期間 

⑶ 年次有給休暇の取得状況（令和２年度末） 

総給付日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 取得率 

6,837日15時間 3,058日6時間 183人  16日5時間   44.7％ 

 

６ 職員の休業に関する状況（育児休業、部分休業及び育児短時間勤務） 

 
令和２年度 令和元年度 

育児休業 部分休業 育児休業 部分休業 

男性職員 1 － － － 

女性職員 2 １  － １ 

 

７ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑴ 分限処分者数 

  該当者はありません。  

⑵ 懲戒処分 

該当者はありません。 

 

８ 職員の服務の状況 

⑴ 職務に専念する義務の免除 

種   類 内     容 

研修を受ける場合 必要と認められる時間又は期間 

厚生に関する計画の実施に参加する 必要と認められる時間又は期間 

地公法第４６条の規定による場合 
措置の要求若しくは審査を請求する場合必要と認められ

る時間又は期間 

地公法第４９条第２項の規定による場

合 

措置の要求若しくは審査を請求する場合必要と認められ

る時間又は期間 

職務に関連のある国家公務員又は地方

公務員として職を兼ねた場合 
その職の事務を行う場合必要と認められる時間又は期間 

行政運営上必要と認められる団体等の

地位を兼ねる場合 
その職の事務を行う場合必要と認められる時間又は期間 

教養を目的とする講座への参加 必要と認められる時間又は期間 

国又は他の地方公共団体が実施する試

験を受ける場合 
必要と認められる時間又は期間 

リフレッシュ休暇 勤続１０年(週休日・祝日を除く)連続する４日以内 
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勤続２０年(週休日・祝日を除く)連続する５日以内 

勤続３０年(週休日・祝日を除く)連続する７日以内 

人間ドックを受診する場合 必要と認められる時間 

定期健康診断の精密検査の場合 年度１回 

⑵ 職員の営利企業等従事許可 

地方公務員法第３８条において組合の職員には営利企業への従事制限があり、営利企業等

へ従事する場合には、任命権者の許可が必要となります。 

任命権者が許可をする場合には、次の３点に該当していないことが条件となります。 

① 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合 

② 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務と 

の間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合 

③ 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合 

主なものとしては、外郭団体等本組合関係団体の役員を兼ねる場合、国などの統計調 

査員、本人の知識や業務経験に基づき公共性の高い団体が主催する講演会での講師などが

あります。 

 

９ 職員の退職管理の状況 

地方公務員法では営利企業に再就職した元職員による契約等に関する現職職員への働きか

けなどを禁止されています。違反の実績はありません。 

 

10 職員の研修の状況 

⑴ 一般研修                                

（単位：日、人） 

研修名 主催者 日数 
受験

者数 

仕事の効率アップ（仕事の効率化を実現するための

テクニック） 

京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 4 

新規採用職員研修 京都府市町村振興協会 1 7 

５年目職員研修Ｂ(ロジカル・シンキング) 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
１ 5 

10年目職員研修（キャリアデザイン） 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
１ 7 

10年目職員研修（リーダーとしての役割） 京都府市町村振興協会 １ 3 

課長研修（マネジメント～対人関係能力の強化） 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
１ 8 

法制執務の基礎（読み方・作り方） 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 3 
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法制執務の応用（実践編） 京都府市町村振興協会 2 1 

法制執務の基本原理（入門編） 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 4 

女性職員のためのキャリアデザイン 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 2 

問題解決のための論理と発想 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 2 

円滑なコミュニケーションを導く表現方法（アサー

ション） 
京都府市町村振興協会 1 3 

適切なクレーム対応 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 1 

健康な職場をつくるメンタルヘルス・ケア 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 3 

やる気と可能性を引き出すコーチング 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 3 

自治体における訴訟実務 
京都府市町村振興協会 

（Eラーニング研修） 
1 3 

政策法務と条例立案 京都府市町村振興協会 2 2 

議会運営実務研修会（議会事務局職員） 京都府市町村振興協会 2 1 

管理監督者向けのメンタルヘルスセミナー 京都府市町村職員共済組合 1 1 

消防職員安全衛生研修会 地方公務員安全衛生推進協会 2 4 

消防職員のための惨事ストレスの理解と予防 兵庫県こころのケアセンター 2 1 

地方公務員のための労働基準と労務管理の実務入

門 
日本経営協会 2 1 

 

⑵ 専門研修 

                                      （単位：日・人） 

研修名 主催者 日数 
受験   

者数 

初任教育（第47期） 京都府立消防学校 110 6 

専科教育救助科（第34期） 京都府立消防学校 20 1 

専科教育危険物科（第11期） 京都府立消防学校 5 1 

専科教育危険物科（特別講座） 京都府立消防学校 1 2 

幹部教育初級幹部科（第25期） 京都府立消防学校 7 1 

専科教育予防査察科（第15期） 京都府立消防学校 10 1 

専科教育救急科（第24期） 京都府立消防学校 33 4 

災害活動指揮者を対象とした研修会 京都市消防局 1 5 
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指導救命士養成研修 救急救命九州研修所 30 1 

救急救命士養成課程 京都市救急教育訓練センター 132 1 

救急救命士現任病院研修 新河端病院 3 6 

救急救命士資格取得後病院研修 新河端病院 10 3 

救急救命士資格取得後病院研修 千春会病院 10 3 

救急救命士気管挿管実習３０症例病院研修 洛西シミズ病院 67 1 

近畿救急医学研究会救急隊員部会 近畿救急医学研究会 1 5 

第２３回全国救助シンポジウム WEB開催 消防庁 1 1 

東近畿支部警防業務（IRT）研究会 全国消防長会東近畿支部 1 1 

令和２年度警防業務研究会 京都府消防長会 1 2 

京都市消防航空隊と府内消防隊との連携訓練 京都市消防局 1 5 

令和２年度京都府原子力防災基礎研修 原子力安全技術センター １ １ 

第５９回火災科学セミナー 日本火災学会 1 3 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者課程 京都労働基準連合会 3 5 

玉掛技能者養成課程 日本クレーン協会京都支部 3 3 

小型移動式クレーン運転技能者課程 日本クレーン協会京都支部 2 3 

新規採用職員研修 乙訓消防組合 2 6 

 

11 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 ⑴ 福利厚生事業 

地方公共団体は、地方公務員法第４２条の規定により、職員の保健、元気回復、その他厚

生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならないとされています。 

   本組合では、京都府市町村共済組合、京都府市町村職員厚生会・長岡京市職員厚生会に

加入、組合独自の職員互助会を設置し、職員の互助共済並びに相互の親睦と福利増進を図

っています。 

⑵ 健康管理 

区   分 ２年度 元年度 備  考 

巡回検診 １４４人 １４７人 
市町村職員共済組合員 

任意継続  

特殊健康診断 １３９人 １３５人 交替制勤務者 

人間ドック利用 ３０人 ２８人 市町村職員共済組合 

Ｂ型肝炎検査 １２６人 １１２人 対象職員の内ワクチン接種者１３人 

保健指導   ０人 １人 特定健康指導 
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⑶ 公務災害 

区  分 ２年度 元年度 

公務災害認定者   １人 ３人 

通勤災害認定者   ０人 １人 

 

12 公平委員会の業務の状況 

公平委員会は、職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求を審査・判定し

ます。また、職員に対する不利益処分に関する不服申し立てについて採決等をすることによ

って、人事行政の公平性を確保しています。 

令和２年度の処理状況は以下のとおりでした。 
 

・ 職員の勤務条件に関する措置の要求状況        ０件 

・ 職員に対する不利益処分についての不服申立ての状況  ０件 


